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税制改正 
企画財政部、租税特例制限法施行令等 6 つの施行令改正案を発表 
 

企画財政部は 2025 年 2 月国会を通過した租税特例制限法等改正税法で委任した事項を規定し、新規方針の需要反映およびその他の執行上

の不備を補うため、税法施行令改正案を作成しました。施行令改正案は立法予告、次官会議・国務会議等の手続きを経て 2025 年 5 月中に公

布・施行される予定です。 

 

主な改正事項は次の通りです。 

 

主な改正事項  

 

█ 租税特例制限法施行令 

○ 研究開発税額控除技術審議委員会の審議事項の拡大（租税特例制限法施行令§9⑮） 

＜改正案＞国家戦略技術研究開発施設、新成長・源泉技術研究開発施設の認定 

＜改正理由＞投資税額控除が適用される研究開発施設の審議根拠を設ける 

 

○ 国家戦略技術研究開発施設および新成長・源泉技術研究開発施設の規定（租税特例制限法施行令§21④） 

＜改正案＞国家戦略技術研究開発施設、新成長・源泉技術研究開発施設の定義 

– （国家戦略技術研究開発施設）国家戦略技術の研究・試験用の施設として、研究開発税額控除技術審議委員会の審議を経て、

企画財政部・産業通商資源部の長官が共同で認定する施設 

– （新成長・源泉技術研究開発施設）新成長・源泉技術の研究・試験用の施設として、研究開発税額控除技術審議委員会の審議を

経て、企画財政部・産業通商資源部の長官が共同で認定する施設 

＜改正理由＞戦略産業の研究開発の促進 

 

○ 半導体分野の国家戦略技術事業化施設および研究開発施設の規定（租税特例制限法施行令§21④） 

＜改正案＞半導体分野の国家戦略技術事業化施設、研究開発施設の定義 

– （事業化施設）半導体分野の国家戦略技術事業化施設 

– （研究開発施設）半導体分野の国家戦略技術研究開発施設 

＜改正理由＞半導体産業の競争力強化 
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○ 国家戦略技術研究開発施設、新成長・源泉技術研究開発施設税額控除に対する事後管理（租税特例制限法施行令§21⑤·⑩·⑪

·⑯） 

＜改正案＞国家戦略技術、新成長・源泉技術研究開発施設（一般研究開発の並行時）に対する事後管理の特例 

– （事後管理の期間）投資完了日から投資完了日が属している課税年度の次の 3 課税年度の終了日まで 

– （事後管理の基準）事後管理期間中の累積使用比率が次の基準を満たしていない場合、転用したものとみなす 

i）国家戦略技術研究開発施設の場合：該当施設を国家戦略技術の研究開発業務に使用した時間が、該当施設を使用した総研究開発業務時間

の 100 分の 50 を超過すること 

ii）新成長・源泉技術研究開発施設の場合：該当施設を国家戦略技術又は新成長・源泉技術の研究開発業務に使用した時間が、該当施設を使

用した総研究開発業務時間の 100 分の 50 を超過すること 

– （転用時の納付税額）控除税額の相当額（差額＊）＋利子相当額の納付 

＊（例）国家戦略技術研究開発施設の控除税額等－ 一般施設の控除税額 

– （資料提出）使用時間に関する資料の作成・保管および提出（事後管理の最終課税年度の法人税申告時）の義務 

＜改正理由＞研究開発施設の投資税額控除の合理化 

 

○ 海外建設子会社の出資転換差額相当額の損金算入特例の新設（租税特例制限法施行令§104 の 30） 

＜改正案＞ 

– （出資転換差額相当額）出資転換の当時、貸付金等の帳簿価額で取得した株式等の時価を差し引いた金額 

– （合併・分割時の承継）合併・分割等により海外建設子会社の株式等を承継した法人が損金算入特例を承継可能 

– （事後管理）①海外建設子会社の純資産帳簿価額の増加時に益金算入、②取得した株式等の処分時に益金算入 

– （特例の申請手続き）課税標準の申告時、特例適用申請書を納税地管轄の税務署長に提出 

＜改正理由＞法律委任事項の具体化 

 

█ 相続税および贈与税法施行令 

○ 特定法人との取引を通じた利益のみなし贈与の範囲拡大に関する細部事項の規定（相続税および贈与税法施行令§34 の 5） 

＜改正案＞みなし贈与適用対象の資本取引の類型、みなし贈与の利益計算方法（資本取引を通じて特定法人が得た利益×株主の持分

率）の規定 

– （不均等減資）特殊関係法人（特定法人の支配株主と特殊関係にある法人）の株式等を株式保有比率によらないか、又は高価・

低価で消却する減資 

– （不均等増資）特殊関係法人の株主一部が新株引受を放棄するか、又は高価・低価で新株を引き受ける増資 

– （現物出資）特殊関係法人の株式等を高価・低価で引き受ける現物出資 
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– （株式転換）転換社債等を通じて転換価額より高いか、又は低い価額の株式を交付してもらう株式転換 

– （超過配当）特殊関係者が特殊関係法人の配当を放棄する等、株式保有比率によらない配当 

– （合併）特殊関係法人とその法人と特殊関係にある法人間の不公正な比率による合併 

– （株式の包括的交換・移転）特殊関係法人とその法人と特殊関係にある法人間の所有持分や価額が変動する株式の包括的交換・

移転 

＜改正理由＞特定法人と取引利益のみなし贈与が適用される資本取引の具体化 

 

█ 国税基本法施行令 

○ 履行強制金の賦課基準の規定（国税基本法§67 の 4 および別表の新設） 

＜改正案＞ 

– （賦課基準）①義務の不履行期間×②1 日当たりの賦課金額 

①対象期間：税務調査期間（資料提出義務の不履行による税務調査の中止期間を含む）のうち、義務の不履行期間 

②1 日当たりの賦課金額：【原則】直前 3 課税期間の 1 日平均収入金額×（0.001～0.002） 

【例外】平均収入金額が不明な場合、500 万ウォン以下 

– （賦課手続き）金額、事由、納付期限等を書面で通知 

– （賦課方法）履行期限が過ぎた場合、30 日ごとに賦課 

＜改正理由＞法律委任事項の具体化 

 

█ 所得税法施行令 

○ 小口投資の制度化による小口投資商品の範囲の追加（所得税法施行令§26 の 3） 

＜改正案＞小口投資商品の範囲に「信託業者が単一資産の信託を受け、「資産流動化法」により発行した収益証券であり、「資本市場

法」により募集（50 名以上）されたものであること」を追加 

＜改正理由＞小口投資商品の課税範囲の合理化 
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例規・判例 
【裁判所】国税賦課除斥期間の満了日まで 3か月以内の期間に、課税予告通知を省略したまま行われた課税処分が違

法か否かが問題になった事件 

（最高裁判所 2025.2.13.宣告 2023 ドゥ 41659 判決、上告棄却） 
 

▣争点 

1. 課税官庁が課税前適否審査に関する旧国税基本法（2020.12.29.法律第 17758 号に改正される前のもの）第 81 条の 15 第 3 項第 3 号規

定の例外事由を挙げて課税予告通知を省略できるかどうか 

2. 国税賦課除斥期間の満了日 まで 3 か月以内の期間に課税予告通知を省略しても、手続的正当性が喪失していないと考えられる特別な事情が

ある場合は、課税予告通知を行わなかったという点だけで、課税処分が違法であると言えるかどうか 

3. このような特別な事情の存在に関する証明責任の主体（＝課税官庁） 

 

▣事案 

原告はソウル所在の不動産を譲り渡しながら他地域所在の一戸建て住宅を租税特例制限法上の農漁村住宅とみなして住宅数から除き、1 世帯 1

住宅の譲渡所得税非課税規定を適用して譲渡所得税を申告・納付したが、被告が原告の一戸建て住宅が租税特例制限法上の農漁村住宅の法

定要件を満たしていないと判断し、譲渡所得税賦課除斥期間の満了日が迫ってから課税予告通知を行わずに直ちに譲渡所得税の更正処分（以

下「この事件処分」）を行うと、被告を相手にこの事件処分の取り消しを請求した。 

 

判決要旨 

 

 

旧国税基本法（2020.12.29.法律第 17758 号に改正される前のもの、以下同じ）第 81 条の 15 第 1 項は「税務署長又は地方国税庁長は

次の各号のいずれかに該当する場合には、予め納税者にその内容を書面で通知（以下「課税予告通知」）しなければならない」と規定し、「納税

告知しようとする税額が 100 万ウォン以上の場合」（第 3 号）等を課税予告通知の対象として挙げている。同条第 2 項本文および第 2 号には

「課税予告通知を受けた者は通知を受けた日から 30 日以内に通知を行った税務署長や地方国税庁長に通知内容の適法性に関する審査（以

下「課税前適否審査」）を請求することができる」と規定している。 

 

（…）旧国税基本法第 81 条の 15 第 3 項は各号に課税前適否審査を行わなくてもいい例外事由を規定しているが、第 3 号（以下「第 3 号

規定」）にて「課税予告通知を行った日から国税賦課除斥期間の満了日までの期間が 3 か月以内の場合」を挙げている。但し、租税法規に対す

る厳格解釈の原則、関連規定の文言と体系、課税予告通知の機能等に照らしてみると、第 3 号規定を課税前適否審査を越えて課税予告通

知に対する例外事由にまで拡張解釈することはできないため、課税官庁は旧国税基本法第 81 条の 15 第 1 項で定めた課税予告通知の対象に
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該当する場合には、国税賦課除斥期間の満了日までの期間が 3 か月以内の場合にも課税予告通知を行わなければならず、課税予告通知をせ

ずに行われた課税処分はこれにより手続的正当性が喪失していないと言える特別な事情がない限り違法とみるべきである。 

 

（…）但し、関税官庁の帰責事由がなく、やむを得ない事情により国税賦課除斥期間の満了日がとても近づいており、これにより課税処分の前

に課税予告通知を行う時間的な余裕が殆どなく、課税予告通知を行っても納税者に与えられる手続的利益も殆どない等、課税予告通知を省

略しても手続的正当性が喪失していないと言える特別な事情がある場合には、課税予告通知を行わなかったという点のみで課税処分を違法と評

価することは難しい。このような特別な事情の存在は関税官庁が証明しなければならない。 

 

（…）原審判決の理由を関連法理と記録に照らしてみると、原審の理由説示のうち、被告の帰責事由の有無や程度等を考慮し、第 3 号規定

の例外事由の存否を判断した部分等は適切ではないが、課税予告通知を省略したこの事件処分が違法という原審の判断は正当である。そこに

上告理由の主張と同じく第 3 号規定の解釈と適用、租税法律主義とその派生原則である厳格解釈の原則および拡張解釈禁止の原則、税務

公務員の申告内容の確認義務等に関する法理の誤解、最高裁判所の判例違反等で判決に影響を及ぼした誤りがない。 
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【国税庁】CFC 適用有無による配当財源の益金算入適用範囲（法人税法第 18 条の 4 第 4 項） 

（書面-2023-法規国租-2960、2025.1.12.） 
 

▣質疑 

2024 年 2 月、2022 年の利益剰余金と 2023 年の利益剰余金を財源として配当を実施した場合、法人税法第 18 条の 4 第 4 項および同法施行

令第 18 条第 2 項による益金算入の適用範囲 

 

▣事実関係 

質疑法人は外国現地での実際の税負担率が 15%以下の特定外国法人から収入配当金額を受ける場合であり、特定外国法人は国際租税調整に

関する法律第 27 条による特定外国法人の要件を満たしているので原則的には CFC 課税の適用対象であるが、2022 年、 現地で実際に卸売業を

営む等、例外規定が適用され CFC 課税適用排除対象だったが、2023 年、改めて卸売収入の減少等により CFC 適用排除基準に達せず、CFC 課

税適用対象となった。 

 

回答 

 

 

内国法人が外国現地で実際に負担した税額が実際の発生所得の 15%以下である「国際租税調整に関する法律」第 27 条第 1 項各号の要件

をすべて満たしている特定外国法人から配当を受けた場合であり、上記の配当金が国際租税調整に関する法律第 27 条第 1 項が適用される事

業年度（‘23 年）の利益剰余金と国際租税調整に関する法律第 27 条第 1 項が適用されない直前事業年度（‘22 年）の利益剰余金を財

源としたものである場合、内国法人が受けた上記の収入配当金額に対する「法人税法」第 18 条の 4 第 4 項および同法施行令第 18 条第 2 項

による益金算入は国際租税調整に関する法律第 27 条第 1 項が適用される事業年度（‘23 年）の利益剰余金の配当分に対してのみ適用され

るものである。 
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